
海上運送法 

１．案内情報 

① 手 続 名： 特定旅客定期航路事業の許可 

② 手 続 根 拠： 海上運送法第１９条の３ 

海上運送法施行規則第１９条の２の３ 

③ 手 続 対 象 者： 特定旅客定期航路事業 

④ 提 出 時 期：運航開始前（標準処理期間１ヶ月（港湾管理者等に協議等を必要

とする場合は２ヶ月））  

⑤ 提 出 方 法： 次の掲げる事項を記載した申請書を作成し、航路の拠点を所轄

する地方運輸局等へ提出 

・住所及び氏名  

・法人である場合は、役員の氏名 

・事業計画（次の(1)～(7)に係る事項） 

(1) 航路の起点、寄港地、終点及びそれらの相互間の距離（要

航路図） 

(2) 使用旅客船（予備船を含む）の明細 

(3) 係留施設、水域施設、陸上施設、その他の輸送施設の概要 

(4) 運航時刻 

(5) 運航が特定の時季に限られているものにあっては、その運

航の時季 

(6) 運航開始予定期日 

(7) 運送の需要者の住所及び氏名並びに運送しようとする人

の範囲 

⑥ 手 数 料： なし 

⑦ 添 付 書 類： ・次に掲げる事項を記載した書類 

(1)海上運送法第４条１号、２号、及び５号の基準に適合する

旨の説明 

(2)届出をしようとする安全管理規程の概要並びに安全統括

管理者及び運航管理者に予定されている者の略歴 

             ・申請者（申請者が法人である場合は、その役員）が法第５

条第１号及び第２号に該当しない旨の宣誓書 

             ・申請者が法人である場合は、その定款及び登記簿の謄本 

             ・当該運送に係る契約書の写し又は契約の申込みがあった旨

を証するに足りる書類 

⑧ 申 請 書 様 式： なし 

⑨ 記載要領・記載例： 提出先となる所轄運輸局等へお問い合わせ下さい。 



 

２．窓口情報 

① 提 出 先： 北海道運輸局海事振興部旅客・船舶産業課 ０１１－２９０－１０１１ 

東北運輸局海事振興部海事産業課  ０２２－７９１－７５１２ 

関東運輸局海事振興部旅客課  ０４５－２１１－７２１４ 

北陸信越運輸局海事部海事産業課  ０２５－２４４－６１１３ 

中部運輸局海事振興部旅客課  ０５２－９５２－８０１３ 

近畿運輸局海事振興部旅客課  ０６－６９４９－６４１６ 

神戸運輸監理部海事振興部旅客課  ０７８－３２１－３１４６ 

中国運輸局海事振興部旅客課  ０８２－２２８－３６７９ 

四国運輸局海事振興部海運・港運課     ０８７－８０２－６８０７ 

九州運輸局海事振興部旅客課  ０９２－４７２－３１５５ 

沖縄総合事務局運輸部総務運航課  ０９８－８６６－１８３６ 

② 受付時間：提出先にお問い合わせ下さい。 

③ 相談窓口：所轄地方運輸局等 

 

３．手続情報 

①審 査 基 準： 海上運送法第４条 

②標準処理期間：１ヶ月（港湾管理者等に協議等を必要とする場合は２ヶ月） 

③不服申立方法： 行政不服審査法の規定による 


